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番 、 番

地先、 番 、

番 地先、 番

及び 番 地先並

びに猫実２丁目

番 の一部

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

茂原市渋谷字宮ノ

下 番 の一部及

び 番 の一部

ベンゼン

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

浦安市猫実一丁目

番 の一部

ポリ塩化ビフ

ェニル

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

八千代市大和田新

田字長兵衛野 番

の一部

カドミウム及

びその化合物

並びに鉛及び

その化合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

八千代市吉橋字新

山 番 の一部、

番 の一部、

番 の一部、

番 の一部、

番 の一部、

番 の一部、

番 の一部、

番 の一部及

び 番 の一部

鉛及びその化

合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

袖ケ浦市長浦字拓

弐号 番 の一

部

ふっ素及びそ

の化合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

茂原市茂原字野巻

戸 番の の一部

並びに高師字大下

モ 番 の一部及

び 番 の一部

鉛及びその化

合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

八千代市大和田新

田字坪井向 番

の一部、 番

の一部、 番

の一部、 番

の一部、 番

の一部、 番

の一部及び 番

の一部

鉛及びその化

合物

 

２ 県の施策展開

地盤沈下防止対策は、水準測量による地盤変

動状況や、観測井による地下水位及び地層収縮

の状況を監視するとともに、法令等に基づく地

下水採取規制、並びに東京湾臨海部企業と締結

している環境保全協定及び天然ガス採取企業と

締結している地盤沈下の防止に関する協定に基

づく地下水・天然ガスかん水の採取削減指導を

行っています。さらに、地下水の代替水の供給

ア 工場・事業場に対する規制・指導

（ア）規制

地下水の採取については、「工業用水法」、「建

築物用地下水の採取の規制に関する法律」及び

「千葉県環境保全条例」に基づき、工業用、建

築物用、水道用及び農業用等の地下水の採取を

規制しており、これら法令等の指定地域（千葉

市を含む 市４町）では技術基準に適合しな

い揚水施設の設置は原則として禁止されてい

ます。 
（イ）指導

千葉市から富津市に至る東京湾臨海部の企

業に対しては、法令等による地下水の採取規

制に加え、環境保全協定に基づき、地盤沈下

対策として地下水の採取を可能な限り削減す

るよう指導してきました。 

天然ガス採取については、地盤沈下に対す

る影響が大きいことから、千葉地域、成田地

域及び九十九里地域の天然ガス採取企業

社と「地盤沈下の防止に関する協定」、そのう

ち現在もガス井戸を保有している９社とは

「地盤沈下の防止に関する細目協定」をそれ

ぞれ締結し、天然ガスかん水排水量の削減等

を指導しています。 
それらの内容としては、①開発地域ごとの

地上排水限度量を設定し、その削減を図る、

②市街地内や沈下が顕著な地域等では新規の

ガス井戸の開発をしない等です。 
年度には平野部（標高５ｍ未満）におけ

る４年間の累計沈下量が３ｃｍを超える地域

をなくすなどの目標を厳しくして、細目協定

を改定・締結しました。

なお、天然ガスかん水揚水量は微減の状況

です。（図表 ） 

大規模な宅地造成等の開発の事前審査に際

（１）地盤沈下対策の推進

ａ　環境保全協定に基づく指導

ｃ　その他の指導

ｂ　地盤沈下の防止に関する協定に基づく指導

事業や、地盤沈下に起因して発生する高潮被

害・浸水被害の防止などにも努めています。 
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し、地下水の保全を図るとともに地下水のか

ん養を促進するため、透水性の高い舗装や浸

透桝等の工法の採用及び地下浸透しやすい緑

地等の地区を設けること等を指導しています。 

イ 関連基盤整備対策

（ア）地下水の代替水源の確保

県の水供給については、県内河川及び利根

川水系の水源開発、水の有効利用促進など幅

広い施策をとっていますが、県内河川につい 
ては本県の地形的制約から多くを望めず、主

に利根川水系に依存せざるを得ない状況にあ

ります。 
利根川水系の水源開発は、「利根川水系及び

荒川水系における水資源開発基本計画」に

沿って実施されており、県は国及び水源県に

対してダム等の水資源開発施設の建設が推進

されるよう積極的な働きかけと協力を行って

いるところです。 
県では表流水の確保見込量を勘案しながら、上水

道及び工業用水道事業の整備を進めています。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本県の水道事業としては、地盤沈下防止と

増加する水需要に対する長期安定水源として

の表流水の確保が必要であり、計画的かつ効

率的な水源確保とその有効利用を図るため水

道の広域的整備が進められてきました。 
この一環として、広域的な水道用水供給事

業は、現在６事業が実施されています。（図表

） 
図表

図表4-4-10天然ガスかん水揚水量、還元量、天然ガス生産量の推移（県全域）

水道用水供給事業の概要

用水供給事業体
給水
開始
年月

供給先事業体 水源
計画一日
最大給水
量㎥／日

九十九里地域
水道企業団

年
月

八匝水道企業団、
山武郡市広域水
道企業団、

長生郡市広域市
町村圏組合

利根川水系

北千葉広域
水道企業団

年
月

千葉県営水道、
松戸市等７市

利根川水系

東総広域
水道企業団

年
月

銚子市等２市１町 利根川水系

君津広域
水道企業団

年
月

千葉県営水道、
木更津市等４市

小櫃川水系

印旛郡市広域
市町村圏事務
組合

年

月

長門川水道企業団、
成田市等７市１
町

利根川水系

南房総広域
水道企業団

年
月

三芳水道企業団、
鴨川市等４市３町

利根川水系

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ａ　上水道の整備
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県営工業用水道は、現在７地区で 社

年度末 に給水を実施しています。（図表

） 

これらの工業用水道事業は、工業開発に伴 
う産業基盤の整備を図ることを目的とする一

方、地盤沈下の進行する地域には、地下水の

代替水源として表流水を供給する地盤沈下対

策として整備が進められてきました。 
東葛・葛南地区工業用水道事業は、地盤沈

下対策としての事業であり、約 万 ／

日の供給能力を持ち、約 万 ／日の工

業用水を供給しており、地盤沈下防止に効果

を発揮しています。 
（イ）併発災害対策

地盤沈下地域においては、高潮により大き

な被害が生じることが予想され、高潮被害の

防止対策は、地下水汲上げ規制などの地盤沈

下防止対策と並んで重要です。 
県内の港湾関係海岸７海岸のうち、千葉港

海岸及び木更津港海岸では、背後に人口集中

地域を有し、高潮時には浸水により大きな被

害が予測されるため、護岸、胸壁、陸閘、水

門及び排水機場等の整備を行っています。（図

表 ） 
図表 港湾海岸高潮対策事業の概要 
〔千葉港海岸〕 （単位：百万円） 

 
 
〔木更津港海岸〕 （単位：百万円） 

葛南地区（浦安市、市川市及び船橋市）は、

地形的に平坦であるため、過去の地盤沈下によ

りゼロメートル地帯が分布し、平常の満潮時や

小降雨によっても河川の流下が妨げられ、低地

にある工場・住宅等で浸水の被害が生じるおそ

れがあります。 
このような地盤沈下による低地の内水排除 

を行うため、河道等の整備を行っています。 
（図表 ） 
図表 地盤沈下対策河川事業（国庫補助） 

（単位：百万円） 
年度 総事業費 事業河川

～
真間川、秣川、境川、猫実川、
海老川、堀江川、高谷川

境川、高谷川

境川、高谷川

境川、高谷川

境川、高谷川

対象事業なし

 

県内で地盤沈下が生じている地域の内水排 
水対策として関係市町村が実施する排水機場 

年 度 事業費 事業の概要

～
排水機場１１基、水門１８基

陸閘５９基、護岸・胸壁１式

の整備および改修

～
陸閘・胸壁の嵩上

水門・排水機場の改修、護岸の
補強

年 度 事業費 事業の概要

～
排水機場１基、水門５基

陸閘１３基、護岸・胸壁１式

の整備および改修

～
排水機場１基（整備）

水門１基（整備）

胸壁・護岸・陸閘の補強、嵩上げ

 
図表 4-4-12 県営工業用水道事業の概要 

※給水能力欄の（ ）内は全体計画である。 

地区名  給水区域 

給水能力 

(全体計画) 

㎥/日 

工期 

(年度) 
備考 

東葛・葛南 
市川市、船橋市、松戸市、 

習志野市、千葉市の一部 
127,200 S41～H5 

地盤沈

下対策 

千葉 
千葉市、市原市、 

袖ケ浦市の一部 

121,200 

（125,000） 

S42 

～S49 

基盤整

備事業 

五井市原 市原市の一部 120,000 
S34 

～S39 
〃 

五井姉崎 
佐倉市、市原市、 

袖ケ浦市の一部 
401,760 

S37 

～S45 
〃 

房総臨海 

千葉市、木更津市、 

佐倉市、市原市、 

茂原市、袖ケ浦市の一部 

172,800 

（280,000） 
S45～ 〃 

木更津南部 
木更津市、君津市、 

富津市の一部 
206,000 

S42 

～H元 
〃 

北総 
成田市、芝山町、横芝光

町の一部 
 1,600 H4～H5 〃 

ａ　港湾海岸高潮対策事業

ｂ　地盤沈下対策河川事業

ｂ　工業用水道の整備

ｃ　地盤沈下対策補助事業
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及び導水路の建設に対し、県は補助金を交付 
し、その促進を図っています。（図表 ） 
 
図表 地盤沈下対策河川事業（県費補助） 

（単位：百万円） 

 

九十九里地域で地盤沈下や上流域の開発行為

により、農地や宅地等に湛水被害が生じている

地域において排水機場や排水路等の修復事業を

国、県、市町村の負担により、県が実施してい

ます。（図表 ）

図表 九十九里地域における湛水防除事業 

エ 今後の対策の検討

 
震災による液状化－流動化の予測や対策に

は、液状化－流動化のメカニズムを明らかにし

ていく必要があります。これまでの調査により、

液状化－流動化は地下水位が地表から浅く、ゆ

る詰まりの人工地層内で見られることが分かっ

てきましたが、その解明にはさらに詳細なデー

タ収集、解析が必要となります。

そこで、県では、 年度から 年度までに

東日本大震災で液状化－流動化が見られた浦安

市、習志野市、市川市、千葉市及び香取市の埋

め立て地に、人工地層の地下水位を把握するた

めの観測井を計５か所設置し、地下水位を観測

しています。

また、地下水位以外にも、地震による地中の

揺れの違いや地下水圧の変化を観察するため、

地中地震計や間隙水圧計を、 年度に千葉市内

の液状化地に、 年度に千葉市内の非液状化地

にそれぞれ１か所ずつ設置しました。

これらの計器により今後継続的に基礎デー

タを収集するとともに、測定結果を解析し、液

状化―流動化の発生要因の解明を進め、その予

測や対策に役立てていきます。（図表 ）

年度
事業費

（県補助額）
関係市町

～

浦安市、市川市、船橋市、
一宮町、白子町、大網白里町、
成東町、茂原市、小見川町、
睦沢町、香取市

香取市

香取市

香取市

対象事業なし

白子町

地域数
関係市町

村

受益面積

（ ）

事業費

（千円）

完了地区 地区 市 町 村

実施中

地区
地区 市 町 村 うち 年度

完了、実施中

関係市町村

市 町 村

匝瑳市、横芝光町、山武市、東金市、旭市、九十九

里町、大網白里市、白子町、茂原市、長生村、一宮

町、睦沢町、いすみ市

ｄ　地盤沈下等への農林事業

（２）液状化－流動化のメカニズムの解明

　千葉県においては一部地域において依然と

して地盤沈下が継続しています。

　そのため、25年度に技術的、専門的見地から

意見を聴くため、学識経験者からなる千葉県地

質環境対策審議会を設置し、地盤沈下に関す

る重要事項について助言をいただきながら、

新たな地盤沈下対策を行っています。
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図表 地下水位観測井、地中地震計、間隙

水圧計の設置状況 

 

地下水保全対策については、「水質汚濁防止

法」及び「千葉県環境保全条例」に基づき、地

下水の常時監視を行うとともに、有害物質の地

下浸透禁止や地下水汚染の浄化措置等の事業者

指導を行っています。 年６月には「改正水質

汚濁防止法」が施行され、有害物質による地下

水汚染の未然防止を目的として、有害物質使用

特定施設等の構造基準が追加されました。

土壌汚染対策については、「土壌汚染対策法」

に基づき、土壌汚染状況調査を進め、発覚した

汚染地域を要措置区域等に指定するとともに、

土地所有者等に対し適正な措置を図るよう指導

を行っています。 
また、地下水汚染や土壌汚染の未然防止を目

的として、事業者が自主的に取り組む対応方法

を定めた「千葉県地質汚染防止対策ガイドライ

ン」を 年 月に作成し、周知を図っています。 

県は、地下水の汚染防止及び汚染除去対策

の推進を図るため、「水質汚濁防止法」、「千葉

県環境保全条例」及び「千葉県地質汚染防止

対策ガイドライン」に基づき、有害物質使用

特定施設の工場又は事業場の指導、地下水質

の監視、地下水汚染が判明した場合の飲用指

導、汚染機構解明調査及び汚染の除去対策を

市町村と協力して実施しています。 
年６月施行の改正水質汚濁防止法では、

地下水汚濁の未然防止のため、有害物質の使

用、貯蔵施設の設置者に対し、施設の構造及

び使用の方法に関する基準の遵守を義務付け

る規定等が設けられました。

県では、これらの規定に基づき届出がされ

ている 件（ 年 月現在）の有害物質使

用特定事業場に対し指導をしています。 
（イ）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地

下水の汚染防止対策

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、他の項目

に比べ環境基準超過率が高い状況が続いてお

り、このため、 年度から 年度にかけ、

モデル地区３箇所を選定し、土壌の汚染状況

を把握するための汚染機構解明調査を実施し

ました。

また、 年度から 年度にかけ横芝光町

内において、 年度から富里市内において汚

染状況調査を実施しています。 
硝酸性窒素等による地下水汚染は、生活排

水、家畜排せつ物の不適正処理、畑地への過

剰施肥等、原因が多岐にわたり、汚染機構が

複雑であることから、県及び市町村等の関係

機関が連携して対策に取り組むため、 年３

月「千葉県硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係

る地下水保全対策実施方針」を策定し、効果

的な対策の推進に努めています。

また 年度に、農業者団体が実施する土壌

診断に対する助成や指導者向け施肥基準の作

成・配布(1,500 部)等を実施しました。 

揮発性有機化合物による汚染が確認された

設置

年度

地下水位観測井

設置場所

地中地震計、間隙水圧計

設置場所

浦安市高洲 千葉市美浜区高洲

習志野市香澄
千葉市美浜区真砂

市川市塩浜

千葉市美浜区高浜

設置なし

香取市佐原ロ

（３）地下水保全対策・土壌汚染対策の推進

ア　地下水汚染確認時の対応

　飲用井戸において地下水の汚染を確認したと

きは、県及び市は、速やかに井戸の所有者に対

する飲用指導を行っています。

　また、市町村は、周辺の井戸の利用状況等を

調査し、関係する住民に地下水汚染の状況等の

周知を図るとともに、汚染の実態に応じた対策

を行っています。

イ　地下水の汚染防止対策

（ア）事業者指導

ウ　汚染地下水の浄化対策の推進
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場合は、市町村が実施する汚染機構解明調査

や汚染除去対策に対して助成を行います。

また、市町村が実施する汚染防止対策が円滑

に推進されるよう技術的援助を行っています。 
エ 土壌汚染対策の実施

（ア）農用地の対策

農用地における土壌中の重金属等の蓄積防

止に係る管理基準として、土壌中亜鉛含有量

が と定められています。「肥料取締

法」では、汚泥肥料等については、含有を許

される有害成分の最大量が定められています。

県では、下水・し尿汚泥等の土壌別、地域

別施用基準を定め、重金属類の蓄積等が発生

しないよう周知しています。

（イ）市街地の対策

土壌汚染対策法では、土地所有者等に対し、

有害物質使用特定施設の使用の廃止時、又は

一定規模 ㎡ 以上の土地の形質変更届

出等において当該土地に汚染のおそれがある

と県が認める時に、土壌汚染状況調査の実施

を義務付けています。県は、調査の結果指定

基準を超過した土地について、健康被害が生

じるおそれがある場合は要措置区域に、健康

被害が生じるおそれのない場合は形質変更時

要届出区域に指定します。要措置区域におい

ては汚染除去等の措置と土地の形質変更の原

則禁止が、形質変更時要届出区域においては

土地の形質変更時の届出が求められています。 
また、県では、「千葉県環境保全条例」及び 

「千葉県地質汚染防止対策ガイドライン」に

より、事業者に有害物質の使用、製造、貯蔵

等の適正な管理を求めています。 
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３．環境基本計画の進捗状況の点検・評価等

（１）指標の現況

項 目 名 基準年度 現況 目 標

以上の地盤沈下面積
（ 年） （ 年）

無くします

（早期達成

地下水の環境基準達成率

％

（ 年度）

全国平均

％

％

（ 年度）

全国平均並みの達成率確保

（ 年度）

（２）評価

（３）２７年度の主な取組、分析及び今後の対応

【２７年度の主な取組】

① 地盤沈下対策の推進

ア 地盤沈下の状況監視

・ 市町村（調査面積： ）について、精密水準測量により地盤変動状況の監視を行い

ました。

・ 市町村 か所 基の観測井により、地下水位及び地層収縮量の監視を行いました。

イ 工場・事業場の揚水量の指導

・「環境保全協定（地下水採取制限について定めのあるもの）」を締結している 社 工場につ

いて、全ての工場で地下水採取量の協定値を遵守していることを確認しました。

・「地盤沈下の防止に関する協定」を締結している 社のうち、天然ガスかん水の採取を行って

いる 社について、天然ガスかん水地上排水量の協定値の遵守や削減等を指導しました。

ウ 液状化―流動化メカニズムの解明

・液状化―流動化のメカニズムを解明するため、浦安市、市川市及び習志野市に設置した地下水

観測井で観測を行うとともに、平成 年度には千葉市及び香取市にそれぞれ１基の地下水観測

井を新たに設置しました。

・液状化―流動化現象が著しかった真間川周辺（市川市）及び海老川延長部（船橋市）でボーリ

ング調査を実施し、人工地層及びその下にある軟弱な地層の深さなどについて調査を実施しま

した。

② 地下水保全対策・土壌汚染対策の推進

ア 地下水の水質の監視

・井戸の概況調査 本、継続監視調査 本を行いました。

イ 地下水の汚染防止対策

・事業者が自主的に地質汚染の未然防止対策や汚染確認に取り組む際の具体的な対応方法を定め

た「千葉県地質汚染防止対策ガイドライン」による普及啓発を行いました。

・硝酸・亜硝酸性窒素による地下水汚染対策として、「千葉県硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る

２ 以上の地盤沈下面積は、基準年度に比べ増加しており、注視が必要です。 
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地下水保全対策実施方針」に基づき、汚染地区の地下水質状況調査を実施するとともに、有効

な対策を検討するため、原因の一つと考えられる農地からの窒素流出メカニズムを調査しまし

た。 

ウ 汚染地下水の浄化対策の推進 

・揮発性有機化合物による汚染が確認された市町村のうち、27 年度は、一宮町ほか８市町が実施

した汚染機構解明調査及び旭市ほか 10市町が実施した曝気処理装置等による汚染除去対策に対

して助成を行いました。 

・市町村が実施する汚染防止対策が円滑に推進されるよう技術的援助を行いました。 

エ 土壌汚染対策の実施 

・土壌汚染対策法に基づき、要措置区域等の指定を５件行いました。  

・一定規模以上の土地の形質変更時の届出 230 件を受理し、当該届出を契機とする調査命令の発

出はありませんでした。 

・土地所有者の自主調査結果による区域の指定申請を５件受理しました。 

  

【分析（目標達成阻害要因、状況の変化、課題等）】 

  

【分析結果を踏まえた今後の対応方針】 

 ・地下水及び天然ガスかん水の揚水に係る規制等を引き続き実施し、地盤沈下の防止に努めていき

ます。 

 ・ボーリング調査の結果、地下水位観測井の観測結果などを収集・解析して、液状化―流動化メカ

ニズムの解明に努めていきます。 

 ・地下水汚染が判明した場合は、市町村と連携し地下水汚染の浄化を推進します。 

 ・県は、市町村が実施する汚染機構解明調査や浄化対策等に対し、引き続き技術的助言や財政的支

援を行っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・液状化―流動化メカニズムの解明には、人工地層の地下水位の把握や人工地層及びその下にあ

る軟弱な地層の把握などが必要です。

・地下水汚染が発生した場合、その対応には長期間にわたる浄化等の取組が必要となります。ま

た、浄化にあたっては、多額の費用を要します。 
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（単位：％）  

（単位： km2）  

図表4-4-18　２cm以上の地盤沈下面積

図表4-4-19　地下水の環境基準達成率
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